
目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会

○
衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
…
…
…
…
一

収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

○
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

○
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

選
挙
管
理
委
員
会

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

平
成
十
五
年
四
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
山
梨
県
第
三
区
選
出
議
員
補
欠
選
挙
に
お
け
る
公
職
選

挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る

収
入
及
び
支
出
の
報
告
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

五
月
二
十
三
日

号
外
第
四
十
一
号

金　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

四

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出
　
届
出
事
項
の
異
動
届

区
　
分

名
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新
　

野
田
た
け
し
後
援
会
　

三
石
　
　
尚
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

小
田
切
　
譲
　

二
月
二
十
八
日
　

二
月
二
十
八
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
、
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

小
俣
武
後
援
会
　

小
　
俣
　
　
　
武
　

小
　
俣
　
牧
　
代
　

大
月
市
大
月
町
真
木
二
一
九
八
│
一

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
十
一
日
　

四
月
十
一
日

大
国
章
博
後
援
会
　

池
　
谷
　
秀
　
夫
　

大
　
国
　
ト
シ
子
　

都
留
市
大
野
五
三
九
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

三
月
十
日
　

四
月
十
四
日

ガ
ン
バ
レ
!!
ひ
ろ
ま
さ
の
会
　

奥
　
山
　
弘
　
昌
　

丸
　
山
　
親
　
二
　

山
梨
市
万
力
一
一
三
一
番
地
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
十
日
　

四
月
十
四
日

康
友
会
　

望
　
月
　
彦
　
良
　

飯
　
田
　
弥
　
富
　

東
八
代
郡
境
川
村
小
黒
坂
五
九
四
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
十
六
日
　

四
月
十
六
日

た
か
と
り
偉
一
後
援
会
　

奈
　
良
　
貞
　
夫
　

奈
　
良
　
正
　
洋
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
上
野
原
五
二
二
三
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
十
六
日
　

四
月
十
六
日

安
藤
や
す
ひ
こ
後
援
会
　

安
　
藤
　
一
　
三
　

水
　
野
　
啓
　
徳

大
月
市
富
浜
町
宮
谷
一
一
五
七
│
一
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
三
十
日
　

四
月
三
十
日

若
さ
と
行
動
力
で
頑
張
る
向
山
ひ

向
　
山
　
　
　
輝
　

向
　
山
　
　
　
輝

東
山
梨
郡
牧
丘
町
隼
一
四
二
番
地
一
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

か
り
を
応
援
す
る
会
ひ
か
り
21
・

五
月
三
日
　

五
月
六
日

向
山
輝
後
援
会

地
域
政
策
研
究
会
　

保
　
坂
　
　
　
武
　

土
　
屋
　
　
　
実
　

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
七
四
三
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

五
月
六
日
　

五
月
八
日

卯
月
正
次
後
援
会
　

武
　
原
　
清
　
寿
　

北
都
留
郡
上
野
原
町
西
原
四
六
四
四
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

五
月
六
日
　

五
月
九
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

五

新
　

か
わ
だ
あ
け
み
後
援
会
　

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
五
四
〇
│
七
　

平
成
十
三
年
　

平
成
十
五
年

旧

中
巨
摩
郡
昭
和
町
築
地
新
居
二
一
二
三
　

十
二
月
二
十
四
日
　

三
月
二
十
四
日

新
　

さ
つ
き
会
　

藤
本
　
富
造
　
　

平
成
十
四
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

塩
谷
柳
太
郎
　

二
月
一
日
　

三
月
二
十
六
日

新
　

赤
澤
寛
吉
後
援
会
　

赤
澤
　
寛
吉
　

三
　
井
　
猛
　
雄

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

赤
澤
寛
吉
を
支
援
す
る
会
　

中
村
　
　
淳
　

大
　
澤
　
義
　
彦
　

三
月
三
十
日
　

三
月
三
十
一
日

新
　

鈴
木
幹
夫
後
援
会
　

上
野
　
敦
男
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

志
村
　
治
男
　

四
月
七
日
　

四
月
十
一
日

新
　

21
世
紀
の
富
士
吉
田
を
創
る

羽
田
　
武
信
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

市
民
会
議

旧
　

佐
藤
　
悦
三
　

四
月
一
日
　

四
月
十
八
日

新
　

山
梨
県
大
島
よ
し
ひ
さ
後
援

三
塚
　
憲
二
　

戸
　
沢
　
信
　
人
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

会

旧
　

佐
藤
　
　
進
　

久
保
寺
　
　
　
篤
　

五
月
一
日
　

五
月
二
日

新
　

山
梨
県
中
原
爽
後
援
会
　

三
塚
　
憲
二
　

戸
　
沢
　
信
　
人
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

佐
藤
　
　
進
　

久
保
寺
　
　
　
篤
　

五
月
一
日
　

五
月
二
日

新
　

英
友
会
　

林
　
　
義
嗣
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

望
月
　
　
勇
　

五
月
一
日
　

五
月
六
日

新
　

矢
崎
良
直
を
支
援
す
る
会
　

矢
崎
　
国
博
　

村
　
田
　
泰
　
助
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

安
部
冨
士
夫
　

村
　
田
　
嵩
　
秀
　

四
月
一
日
　

五
月
九
日

新
　

自
由
民
主
党
山
梨
県
歯
科
医

三
塚
　
憲
二
　

戸
　
沢
　
信
　
人
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

師
支
部

旧
　

佐
藤
　
　
進
　

久
保
寺
　
　
　
篤
　

五
月
九
日
　

五
月
九
日

新
　

山
梨
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
す

中
巨
摩
郡
竜
王
町
篠
原
二
五
九
六
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

る
会

旧
　

甲
府
市
住
吉
本
町
一
三
七
三
　

四
月
一
日
　

五
月
十
二
日

新
　

剛
友
会
　

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
四
六
番
地
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
一
二
九
番
地
　

五
月
九
日
　

五
月
十
二
日

新
　

萩
原
剛
後
援
会
　

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
四
六
番
地
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
一
二
九
番
地
　

五
月
九
日
　

五
月
十
二
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

六

新
　

渡
辺
孝
夫
後
援
会
　

小
　
俣
　
隆
　
男
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

渡
　
辺
　
智
恵
子
　

五
月
十
二
日
　

五
月
十
二
日

新
　

相
馬
保
政
後
援
会
　

梅
屋
　
一
布
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

相
馬
　
勝
秋
　

四
月
三
十
日
　

五
月
十
三
日

新
　

自
由
民
主
党
山
梨
県
看
護
連

丹
　
沢
　
　
　
栄
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

盟
支
部

旧
　

中
　
山
　
竹
　
子
　

五
月
九
日
　

五
月
十
三
日

新
　

人
興
会
　

渡
辺
喜
四
郎
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

田
辺
　
和
夫
　

五
月
十
四
日
　

五
月
十
五
日

新
　

日
本
司
法
書
士
政
治
連
盟
山

清
水
　
健
雄
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

梨
会

旧
　

宮
下
　
久
光
　

五
月
九
日
　

五
月
十
六
日

新
　

喜
山
会
　

古
屋
　
新
作
　

古
　
屋
　
唱
　
寿
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

中
村
　
徳
行
　

堀
　
内
　
道
　
雄
　

五
月
十
六
日
　

五
月
十
六
日

新
　

英
光
会
　

三
浦
　
玄
吾
　

三
　
浦
　
玄
　
吾
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

渡
辺
ひ
で
き
後
援
会
　

渡
辺
　
英
機
　

渡
　
辺
　
英
　
機
　

五
月
十
六
日
　

五
月
十
六
日

新
　

栄
進
会
　

樋
貝
　
孝
雄
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

旧
　

杉
本
　
　
康
　

五
月
十
六
日
　

五
月
十
六
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出
　
政
治
団
体
解
散
届

名
　
　
　
　
　
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
　
た
　
る
　
事
　
務
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

保
延
実
後
援
会
　

岩
　
下
　
泰
　
明
　

保
　
延
　
忠
　
芳
　

中
巨
摩
郡
敷
島
町
亀
沢
三
二
二
八
番
地
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

三
月
三
日
　

三
月
二
十
六
日

竹
の
会
　

竹
　
野
　
金
　
造
　

保
　
坂
　
幹
　
夫
　

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
六
四
二
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

三
月
二
十
八
日
　

三
月
三
十
一
日

と
も
よ
し
会
　

小
　
沢
　
　
　
昭
　

神
宮
司
　
暉
　
夫
　

東
八
代
郡
御
坂
町
成
田
五
八
二
　

平
成
十
四
年
　

平
成
十
五
年

六
月
二
日
　

四
月
十
七
日

大
日
本
聖
史
塾
　

細
　
田
　
敏
　
夫
　

樋
　
口
　
英
　
男
　

富
士
吉
田
市
下
吉
田
八
二
〇
│
一
四
　

平
成
十
四
年
　

平
成
十
五
年

十
二
月
三
十
一
日
　

四
月
二
十
八
日

自
由
民
主
党
敷
島
町
支
部
　

山
　
本
　
高
　
幸
　

雨
　
宮
　
　
　
泉
　

中
巨
摩
郡
敷
島
町
吉
沢
二
三
〇
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
九
日
　

四
月
三
十
日



山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
に
関
す
る
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長
　
　
石
　
　
澤
　
　
道
　
　
夫

山
梨
県
公
報
号
外

第
四
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日

七

小
沢
綱
雄
後
援
会
　

石
　
水
　
国
　
男
　

内
　
田
　
　
　
要
　

甲
府
市
青
沼
二
│
五
│
七
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

三
月
三
十
一
日
　

四
月
三
十
日

賢
医
会
　

林
　
　
　
正
　
則
　

清
　
水
　
　
　
天
　

甲
府
市
千
塚
四
│
九
│
一
六
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
年

四
月
三
十
日
　

五
月
一
日

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
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奥
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山
梨
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議
員
　

ガ
ン
バ
レ
!!
ひ
ろ
ま
さ
の
会
　

山
梨
市
万
力
一
一
三
一
番
地
　

奥
　
山
　
弘
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平
成
十
五
年
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十
五
年

四
月
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日

四
月
十
四
日
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山
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日
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規
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表
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指
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出
年
月
日
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金
　
造
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富
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長
　

竹
の
会
　

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
六
四
二
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金
　
造
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
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三
月
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八
日
　

三
月
三
十
一
日

保
　
坂
　
　
　
武
　

山
梨
県
議
会
議
員
　

新
風
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ブ
　

中
巨
摩
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篠
原
七
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三
　

保
　
坂
　
　
　
武
　

平
成
十
五
年
　

平
成
十
五
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五
月
六
日
　

五
月
八
日

政
治
資
金
規
正
法
第
1
2
条
第
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平
成
1
3
年
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月
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平
成
1
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で

政
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支
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政
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加
藤
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ほ
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成
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８
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１
　
収
入
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支
出
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（
1）
収
入
総
額

０
円

ア
　
前
年
繰
越
額

０
円

イ
　
本
年
収
入
額

０
円

（
2）
支
出
総
額

０
円

（
3）
翌
年
へ
の
繰
越
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称
　
白
根
政
治
経
済
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
　
中
込
孝
之

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
白
根
町
長



山 梨 県 公 報 号 外 第 四 十 一 号 　 　 平 成 十 五 年 五 月 二 十 三 日 八

報告年月日　　　　　　　平成１５年５月１５日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ９６０，０００円

ア　前年繰越額　 ９６０，０００円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ９６０，０００円

政治団体の名称　白根を考える町民の会（孝友会）

報告年月日　　　　　　　平成１５年５月１５日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ７９，４４４円

ア　前年繰越額　 ７９，４４４円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ７９，４４４円

政治団体の名称　住みよい塩山市をつくる会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月３１日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額 ２３９，６４０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額 ２３９，６４０円

（2）支出総額　 ２３９，６４０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

２　収入・支出の内訳
（1）収入の内訳

イ　寄附　 ２３９，６４０円
（ｱ）寄附　 ２３９，６４０円
ａ 個人からの寄附　 ２３９，６４０円
合　計　 ２３９，６４０円

［寄附の内訳］

ア　個人からの寄附
（寄附者の氏名） （金　　額） （住　　所）
その他　　　　　　２３９，６４０円
小　計　　　　　　２３９，６４０円

（2）支出の内訳
ア　経常経費　 １６７，７４０円
（ｳ）備品・消耗品費　 ３０，０００円
（ｴ）事務所費　 １３７，７４０円
イ　政治活動費　 ７１，９００円
（ｱ）組織活動費　 ２７，８００円
（ｳ）機関紙誌の発行その他の事業費　 ４４，１００円
ｂ　宣伝事業費　 ４４，１００円

合　計　 ２３９，６４０円

政治団体の名称　かわだあけみ後援会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　河田あけみ

資金管理団体の届出に係る公職の種類　昭和町議会議員

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月２４日
１　収入・支出の総額　
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　計進会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月１７日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 １４，２００円

ア　前年繰越額　 １４，２００円
イ　本年収入額　 ０円



山 梨 県 公 報 号 外 第 四 十 一 号 　 　 平 成 十 五 年 五 月 二 十 三 日 九

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 １４，２００円

政治団体の名称　斉藤もとのり後援会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月１７日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　新厚会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月１９日
１　収入・支出の総額　
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　武山会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月１４日
１　収入・支出の総額　
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　長友会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月１４日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　中村よしあきをはげます会

報告年月日　　　　　　　平成１５年２月１３日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

政治団体の名称　利他の会

資金管理団体の届出をした者の氏名　　樋口滝人

資金管理団体の届出に係る公職の種類　竜王町議会議員

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月３１日
１　収入・支出の総額
（1）収入総額　 １１３，６００円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 １１３，６００円

（2）支出総額　 １１３，６００円
（3）翌年への繰越額　 ０円

２　収入・支出の内訳
（1）収入の内訳

イ　寄附　 １１３，６００円
（ｱ）寄附　 １１３，６００円
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ａ　個人からの寄附　 １１３，６００円
合　計　 １１３，６００円

［寄附の内訳］
ア　個人からの寄附

（寄附者の氏名） （金　　額） （住　　所）
樋口滝人　　　　　１１３，６００円　　　中巨摩郡竜王町
小　計　　　　　　１１３，６００円

(2) 支出の内訳
イ　政治活動費　 １１３，６００円

（ｳ）機関紙誌の発行その他の事業費　 １１３，６００円
ａ　機関紙誌の発行事業費　 １１３，６００円

合　計　 １１３，６００円

政治団体の名称　若元会

報告年月日　　　　　　　平成１５年３月２５日
１　収入・支出の総額　
（1）収入総額　 ０円

ア　前年繰越額　 ０円
イ　本年収入額　 ０円

（2）支出総額　 ０円
（3）翌年への繰越額　 ０円

発 行 者 　 　 山 　 梨 　 県 　 　 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 　 　 　 　 　 印 刷 所 　 ㈱ サ ン ニ チ 印 刷 　 甲 府 市 北 口 二 丁 目 六 番

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 六 十 一 号

公 職 選 挙 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 八 十 九 号 ） 第 五 十 五 条 第 二 項 及 び 第 三 項 第 二

号 の 規 定 に よ り 、 不 在 者 投 票 を 行 う こ と が で き る 施 設 を 次 の と お り 指 定 す る 。

平 成 十 五 年 五 月 二 十 三 日

山 梨 県 選 挙 管 理 委 員 会

委 　 員 　 長 石 　 　 澤 　 　 道 　 　 夫

病 　 院 　 の 　 名 　 称 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 所 　 　 在 　 　 地

医 療 法 人 千 歳 会 　 南 ア ル プ ス 市 田 島 一 一 〇 五 番

介 護 老 人 保 健 施 設 　 ケ ア ホ ー ム 花 菱 　 　 　 　 　 　 　 地


